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 初の民間出身の新知事になり、元気な鹿児島をつくるため

に、「けしんかぎいきばってやっていきたい」と決意を語り

川内原発については、「熊本地震で県民が不安に思っている

ので、いったん停止して再点検・再検証を九州電力に強く申

し入れたい」と表情を引き締めていました。女性の副知事を

登用し企業で培った感覚と経験を生かして、県勢浮揚が図

れるか手腕が問われています。 

 両校とも甲子園に出場させてやりたいと、ファンを感動

させた鹿実と樟南の甲子園への一枚のキップをかけた決勝

戦でした。熱闘４時間１５回、好投好守の気迫の攻防は決着

がつかずに、鹿児島大会初の引き分け再試合となりました。

再試合では、二枚看板の好投手の継投で一点差を守りきっ

た樟南が、鹿実を下して１９回目の優勝で３年ぶりの甲子

園に臨むことになりました。樟南には、敗れた７２チームの

涙と思いを背負って全国制覇を目指してがんばって欲しい

ものです。 

 スマートフォン向けゲーム『ポケモンＧＯ』の配信が日本

でも始まり、熱狂的ともいえるブームが起きています。桜島

に希少ポケモンがいるらしいとキャラクター捕獲の人気ス

ポットとして桜島がインターネット上で話題となりまし

た。そんな騒動に桜島が驚いたのか昭和火口で２６日午前

０時、爆発的噴火があり、噴煙が観測史上最高タイ記録の

５，０００メートルに達しました。 （平成２８年８月吉日） 
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 所長 

 上川路 長生 

 リオデジャネイロのオリンピックが開幕しました。ドー

ピングで揺れるロシアの選手がどの競技に出場するのか最

後まで曖昧のままでした。多事多難なブラジルでオリン

ピックが出来るのかと疑惑だらけの夢の祭典となりまし

た。ブラジルの大統領は弾劾裁判中で職務停止で大会には

出席できず、治安は最悪で『ようこそ地獄へ』の警察官の横

断幕に迎えられてブラジルへ入国する選手達や観客には、

犯罪に対して厳重な注意が伝えられました。ジカ熱対策や

デング熱対策も怠ってはならないのです。そんな中で、日本

のメダル候補の柔道、体操、水泳などの選手達が期待通り大

舞台で力を発揮、メダルを獲得して、多くの人に感動を与え

てくれました。リオ五輪が成功裡に終了して次の開催地東

京へと大会旗が渡って欲しいものです。 

 大会旗を受けたいと舛添前東京都知事は最後まで懇願し

たのですが、かなわぬ夢と終わりました。自民分裂選挙を勝

ち切った小池百合子氏が、その旗を大きく振ることになり

ました。都知事選の２１人の立候補者の中から、実質的には

ジャーナリストの鳥越俊太郎氏、元総務相の増田寛也氏、元

防衛相の小池百合子氏による三つ巴の戦いでした。自民分

裂の構造のスキをついて究極の後出しジャンケンの鳥越氏

に乗った民進、共産、生活、社民の推薦を受けての戦略も「週

刊文春」、「週刊新潮」２誌のスキャンダル報道の前に失速

して、小池氏に水をあけられて挽回は不可能となりました。

２９１万人の有権者の心をつかんだ『崖っぷちから飛び降

りた』戦略で、女性初の都知事誕生です。都知事は石原慎太

郎氏、猪瀬直樹氏、舛添要一氏と３代続けて任期途中で辞職

して、都知事選は３年７ヶ月で３回目です。それだけに地に

ついた都政の立て直しが課題となっています。 

 〝三反園ショック〟といわれた鹿児島県知事選は、４選

を目指した伊藤知事に対しては多選批判が強く、三反園新

知事誕生となりました。伊藤祐一郎知事は、７月２７日３期

１２年の任期を終えて退任しました。県財政を立て直し、県

政の基盤をつくり「懸案事項はほぼ解決した」と総括したの

です。九州電力川内原子力発電所の再稼働の同意の選択は、

「正しかった」と強調していました。三反園訓氏は、２８日 
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2016年8月 

山の日 

上川路会計 

事務所 

お盆休み 

上川路会計 

事務所 

お盆休み 

８月中において各都道府県の条例で定める日 
 ・個人事業税の第１期分の納付 

８月中において市町村の条例で定める日 

 ・個人の道府県民税及び 

    市町村民税の第２期分の納付 

・３・６・９・１２月決算法人・個人事業者 

 の３月ごとの期間短縮に係る確定申告 

・消費税の年税額が4,800万円超の５月、６月 

 決算法人を除く法人・個人事業者の１月ご 

  との中間申告 

・個人事業者の当年分の消費税等の中間申告 

８月３１日まで 

 ・６月決算法人の確定申告   

 ・１２月決算法人の中間申告（半期分） 

 ・消費税、地方消費税の中間申告  

   ９月決算法人  第３四半期分 

  １２月決算法人  第２四半期分  

   ３月決算法人  第１四半期分  

８月１０日まで 
・源泉所得税の納付     

・住民税の特別徴収税額の納付 
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２０１６年８月の経理・税務チェックリスト 

業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！ 

□ 8月は、個人事業者の前年所得に係る税金の納付時期です。資金繰り等を考慮して、納付もれがないよ

うに気を付けましょう。また、口座振替の手続きをされている方は、必ず振替日を確認し、必要な残高があ

るように資金繰りの調整をしましょう。 

個人事業者の税金の納付 

□ 各地で夏祭りや納涼イベントが催される時期です。会社が提供する社名入りのうちわやタオルなどは、

原則として広告宣伝費となりますが、現金の寄付や人員の派遣などで生じる費用は、事業との関連性や支

出の目的、供与の仕方などによって、寄付金か交際費等かが区分されます。適切な処理を心がけましょう。 

夏祭りへの寄付金 

随時改定の反映（4月昇給の場合） 

□ 随時改定により、7月から新たに改定された社会保険料を翌月控除する場合、8月給与から控除すること

になります。 

□ ３月決算法人は、9月に中間決算棚卸を行うところもあります。棚卸のスケジュール等は早めに通知し、

準備すべき資料の指示などをして、効率よく進められるようにしましょう。 

中間決算棚卸の準備 

□ 税務署内では7月に人事異動があり、業務の引き継ぎ等を経て、毎年8月後半から11月頃にかけて税務

調査が増えてきます。自社の処理を再度確認して、いつ税務調査があってもきちんと説明できるようにして

おきましょう。 

税務調査対策 

7月22日（金）に指宿コーラルビーチホテルに

て、長生所長の喜寿祝いをしました☆ 
 

当日は、税理士法人押井会計事務所から押井啓

一先生と押井誠司先生が、株式会社吉田経営か

らは髙橋雷太先生と前田さんが指宿まで駆け付

けて下さり、賑やかな会となりました☆ 

サプライズでお孫さんたちから 

お手紙とプレゼントもありました☆ 

職員からの 

ケーキと 

プレゼント☆ カラオケ大会ではお孫さんたちも

一緒に大盛り上がりでした♪ 

所内ニュース 



Page 4 
202 号 会計・税務のＱ＆Ａ！ 

テーマ 
『 地方創生応援税制 

     （企業版ふるさと納税）の創設 』 

 平成28年4月20日から地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）が施行されました。個人が

寄附を行う「ふるさと納税」創設の際には返礼品が話題を呼びましたが、企業版ふるさと納税とは

どのようなもので、個人が寄附を行う「ふるさと納税」とどう違うのかをみていきましょう。 

 今回創設された企業版ふるさと納税は、企業が自治体の事業に寄附をすると、寄附額の約３割（法人住民

税・法人税から２割、法人事業税から１割）が税額控除されます。現在の寄附税制でも、全額を損金計上す

ると約３割の税金負担が軽減されるので、企業版ふるさと納税と合わせると、約６割の税金が軽減されます。

結果、残りの約４割が企業負担となります。 

企 業 版 

ふるさと納税とは 

法人が一定の寄附金を支出した場合に、通常の損金算入措置に加えて、税額

控除ができる制度です。（トータルで税負担の軽減効果が今までの２倍にな

ります） 

 今までも企業が自治体に寄附を行うことができないわけではありませんでした。

しかし、今までは節税等の効果が少なかった為、あまり盛んには行われてきませ

んでした。 

 今回創設された企業版ふるさと納税は今までの２倍の節税効果がありま

す。今までは、企業負担が約７割を占めていたのが約４割に変わりました。 

 ≪ 今までの寄附の場合 ≫ 
 

損金算入による 

軽減効果（約３割） 
企 業 負 担 （ 約 ７ 割 ） 

寄 附 金 額 

 ≪ 新設された企業版ふるさと納税 ≫ 

損金算入による 

軽減効果（ 約３割 ） 

税額控除 

法人事業税 

（ 約１割 ） 

税額控除 

法人住民税+法

人税（ 約２割 ） 

企 業 負 担 
（ 約 ４ 割 ） 

 

    

寄 附 金 額 

【 現行の寄附税制 】 【 新設 】 【 新設 】 

税負担の軽減効果が２倍に 

対象法人 青色申告書を提出する法人 

期   間 改正地域再生法の施行日（Ｈ28.4.20）からＨ32.3.31まで 

寄附対象 制限有。第1弾としてはＨ28.8.2に内閣府より発表された102の対象事業に限る。 
 （※自社の本社が所在する地方公共団体への寄附は対象外となるので要注意です） 

寄附金額 下限有。企業版ふるさと納税の最低寄附金額は10万円 

 

企業版ふるさと納税が行える条件 

制
度
の
流
れ 

①地方公共団体が地

方版総合戦略を策定 

○○市 

総合戦略 
 

・○○事業 

・△△事業 

・□□事業 

② 地 方 公 共 団 体 が 

地域再生計画を作成 

 

地方創生を推進する

上で効果の高い事業 

内閣府 

③計画の認定 

企業 国（法人税） 

企業が所在する 

自治体（法人住 

民税・法人事業税） 

⑤税額控除 
④寄附 

法人事業税 法人事業税額の20％ 

法人住民税 県民税法人税割額の20％ 
市民税法人税割額の20％ 

法人税 法人税額の5％ 

税額控除の上限 
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今月の担当：監査部 樋之口 秀逸 
 

テーマ： 私 の 健 康 法 

このコーナーでは、当事務所職員がひとりずつ自分の趣味や

はまっていることについて紹介しています。 

職員それぞれの個性を楽しんでいただければ幸いです☆ 
職員コラム 

 毎日、暑い日が続いていますがいかがお過ごし

でしょうか。 

 今回は、私が日頃行っている自

分なりの健康法を書かせていただ

きたいと思います。 

 まず、真剣にやるきっかけに

なったのは5、6年前にぎっくり腰

になったことからです。2度とあ

のようなことにならぬよう自分な

りに考え腰痛体操を始めました。

一日10分くらいですが背筋、腹筋、柔軟体操等を

やっています。おかげで腰痛が出ることはほぼな

くなりました。まさに普段からの運動不足を痛感

した出来事でした。 

 また、健康管理の方では健康診断で血圧が高め

と数年前から言われていましたが、腰痛をきっか 

   けに手軽にできる散歩・ウォーキングを始 

    めました。休みの日はよっぽどでない限 

    りできるだけ歩くようにしています。 

大体30分から40分歩きます。平日もできる限り歩く

ようにしています。今は血圧もほぼ正常を保ってい

ます。 

 

 散歩の効用としてはいろいろあると思いますが、

第一に身体を鍛えるというのは言うまでもありませ

んが、散歩は、脳を活性化させる運動でもありま

す。 

 また、自然の中を歩くことで季節の移り変わりが

五感で感じられ、適度なストレス発

散にもなります。最近ではボケ防止

にもつながるという研究結果が出て

いるようです。 

 自己流ですがこれらをやるように

なってから体力も維持でき健康的に

なってきたように思います。これか

らも健康で過ごせるように続けてい

こうと思います。 

● 個人版ふるさと納税 と 企業版ふるさと納税 の違いと注意点 

●原則、自己負担額（企業負担額）は寄附金額の約４割 
 

●内閣府に認定されていない事業や、法人の本社が所在する地方公共団体、地方交付税

の不交付団体である都道府県、地方交付税の不交付団体でその全域が地方拠点強化税

制の支援対象外地域とされている市町村に対して行った寄附には適用できない。平成28年

度第１回の内閣府認定事業には102対象事業が決定（Ｈ28.8.2） 
 

●企業版ふるさと納税では、企業への見返りは禁止なので「返礼品」という考えはない。 
 

※寄附を受けた地方公共団体が寄附を行った法人に対して補助金を交付することや、入札

及び許認可において便宜の供与等を行うこと、経済的利益の供与等を行うことは禁止されて

いる。 

企業版ふるさと納税 

●原則、自己負担額2,000円 
 

●全ての地方公共団体から自

由に寄附先を選ぶことができる 
 

 

 

●各地方公共団体によって「返

礼品」があるところが多い 

個人版ふるさと納税 

今後の認定 

スケジュール（案） 
第２回：Ｈ28年９月申請、11月中認定 ／ 第3回：Ｈ29年１月申請、３月中認定（Ｈ29年度事業を想定） 

企業版ふるさと納税平成28年度第1回認定事業（102対象事業）のうち、鹿児島県内では５市町村６事業が決定 

※参考：2016年8月3日南日本新聞より 

◆出水市 「戦争遺跡保存活用プロジェクト」   ・・・ 28年度事業費 1,810万円／3社で計30万円の寄附  

◆伊仙町 「生涯活躍の町・伊仙町再生計画」   ・・・ 28年度事業費 1,550万円／3社で全額寄附 

◆垂水市 「地域資源を活かした官民連携による人材育成・確保 ～新たな雇用創出プロジェクト～」 

                      ・・・ 28年度事業費 400万円／2社で計200万円の寄附 

◆奄美市 「働きたい・暮らしたい・子育てしたい離島創生プロジェクト」 

                      ・・・ 28年度事業費 1億6千万円／2社から計100万円の寄附を見込  

◆奄美市 「世界自然遺産登録を見据えた観光受入体制構築プロジェクト」 

                      ・・・ 28年度事業費 9,472万6千円／2社で計100万円の寄附   

◆十島村 「十島村ＰＲプロジェクト」       ・・・ 28年度事業費 273万2千円／4社で全額寄附 



 『 社会福祉法改正と法人経営 』 
     講師：上川路美恵野会計事務所 所長 上川路美恵野 

(有)上川路マネジメントセンター主催 

第24回 KMCセミナー（医療編）のご案内 

研修テーマ『 改正医療法と 

      医療法人の運営・対処法 』  

■日 時：平成28年９月３日（土） 

    15：00～18：00（受付開始予定14：30～） 
 

■場 所：かごしま県民交流センター 大研修室第4（東棟4階） 

 第24回ＫＭＣセミナーを開催致します！今回は、改正医療法をテーマにＭＭＰＧ副理事長 青木

惠一先生にご講義いただきます。 

 経営者の方に限らず、奥様、後継者、幹部の方々も大歓迎です。皆様のご参加を心よりお待ちして

おります！ 

講師：ＭＭＰＧ（ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ）副理事長  

詳細とお申込は 

別紙にて！ 

青木 惠一 先生 

          ８月３日（水）、かごしま県民交流セン 

         ター大研修室にて、社会福祉法改正に

ついてのセミナーを開催いたしました。 

 お忙しい中、たくさんの方に足を運んでいただき、誠にありが

とうございました☆ 

 今後も、少しでもお客様のお役に立てるようなセミナーを開

催していけるよう努めて参りますので、どうぞよろしくお願いいた

します！ 

(有)上川路マネジメントセンター主催 セミナーのご報告とご案内 

第２３回第２３回  KMCKMCセミナー（社福編）のご報告セミナー（社福編）のご報告 
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 社会福祉法改正についてのセミナーは、詳細が公表された後の11月中旬に開催

予定です（※通知発出の状況により、開催時期を延期する可能性があります）。 

 次回は、内容を絞って小規模で行っていく予定ですので、ぜひご活用ください！ 

社会福祉法改正セミナーのご案内社会福祉法改正セミナーのご案内 



お客様情報 

企業防衛対策のおすすめ 
このコーナーは、当事務所の 

保険管理顧問・松谷義久が企業防衛対策 

についてご紹介するコーナーです☆ 

上川路会計事務所では関与先様の永続的な発展を願い保険指導業務に取り組んでいます 

法人が活用している 「事業保険」 の 「目的別」 とは 

２）運転資金・退職金財源 
 

 「資金繰りが滞らないように長期的な 

  資金準備も兼ねる」 

 「役員、従業員の退職金資金の準備を 

   しておきたい」 

１ ）借入金返済資金 
 

 「後継者に借入金を残したまま事業を 

   継がせたくない」 

 「後継者に金融機関との良好な関係を 

   保たせたい」 

３）自社株対策 
 

 「後継者の負担を減らすために、着実に 

   経営権を渡したい」 

 「自社株の適切な評価額を知り、準備を 

   したい」 

４）相続対策 
 

 「後継者や家族に相続がスムーズにいく 

   ように準備する」 

 「相続財産の把握と、納税資金対策を 

   しておきたい」 

項目別に適合する保険種類については、監査担当者にお問い合わせ下さい 

 「介護の現場は人材難などで 

大変な状況にある。休んでいる 

暇はない」。一睡もせずに早速、 

上京した。 

7月の参議院選挙で比例代表に自由民主党から立候補した園田修光さんが当選されました。当事務

所では、お客様である社会福祉法人旭生会様の理事長としてお付き合いさせていただいております。 

今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。 
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≪南日本新聞（H28.7.12）より≫  
 

 元衆院議員の園田さんが自民党比例代表の最後の

19議席目に滑り込み、16年ぶりに国政の場に返り咲

いた。 

 「当確」が報じられたのは、午前6時ごろ。鹿児

島市和田2丁目の事務所で、首を長くして朗報を

待っていた支援者とがっちり握手を交わした。「皆

さんのおかげでなんとか上げていただいた」と満面

の笑みで感謝した。 

 1996年、39歳の若さで衆院議員に初当選した。2

期目を目指したものの落選。その後、衆参含め国政

選挙に3度挑んだが、ことごとく涙をのんだ。 

 「支えていただいた皆さんに、もう一度恩返しし

たい」。社会福祉法人理事長として同市で高齢者福

祉に携わる傍ら、国政復帰を決して諦めなかった。 

 今回は全国介護政治連盟の唯一の組織内候補。全

国規模の支援を受け、前回より3万5千票多い約10万

1千票を獲得した。「国の押しつけではなく、現場

の声が政策になるようにする」と、自分の役割は

しっかり肝に銘じている。 

≪園田修光さん公式HP（H28.8.1ブログ）より≫ 
 

 本日、初登院いたしました。本会議場の117番に

議席をいただきました。席に着くと、改めて、責

任を強く感じました。本当の戦いは今からです。

この本会議場や委員会において、選挙期間中にお

約束させていただいた介護・子育て支援を一歩先

へ進めるべく、しっかりとやっていきたいと思っ

ています。               っっ 

 今回の選挙では、介護の現場、子育ての現場、

現場の声が国政のなかで反映されるようにするこ

とが、国民の皆さまにとって、何よりも必要であ

ると感じました。9月には概算要求も始まります。

予算との兼ね合いもみつつ、現場の声を反映させ

られるよう全力で尽力していきたいと思います。 



 

ご相談は上川路まで ・・ 

上川路会計   検索 

広報委員会 上川路美恵野 福留 伊集院 赤塚 本田 西 

 蝉の声が夏の暑さを一層引き立たせる今日このごろで

す。暑さで日中の外出がとてもつらい季節ではあります

が、クーラーの効いた室内から見るカラリとした青空と真っ白な入道雲は

とても気持ちのいいものです（笑）あまりクーラーに頼り過ぎてもクー

ラー病に、暑さを我慢し過ぎても熱中症になってしまいますので、これか

らの季節はバランス良く体調管理に気を付けたいものですね☆ 

Ｎｅｗ！ 

   連絡先：上川路会計事務所  
 

 〒890-0056 鹿児島市下荒田4-1-9     

  Tel 099-252-7070 Fax 099-252-6400 
  E-Mail kamikawaji@tkcnf.or.jp 
         URL http://kamikawaji-kaikei.com/ 

 編集後記 

HPが新しく 

なりました！ 

随想 「 ＧＩＦＴ 」 上川路美恵野 

 

立秋を迎えたとは言え、猛暑・酷暑・極暑・・・と語彙の限りを尽くして 

暑さを語りたくなる日々が続いております。残暑お見舞い申し上げます。 

 

 先日立ち寄った文房具店で「おぼんだま」と書かれたぽち袋を見つけました。 

 「お盆玉」とは、いわゆる「夏のお年玉」で、お盆に帰省したり、法事などで集まったりする親戚の子供

たちなどにお小遣いを渡すための袋です。ここ数年でかなり広まってきているように感じます。 

 お金を剥き出しでやりとりすることをはばかる日本人の感性が意匠に工夫をこらしたぽち袋を生みだしま

した。お盆玉袋も夏らしいひまわりや金魚の絵柄が愛らしく、五百円玉ひとつでも特別感があって嬉しいか

もしれません。 

 とは言え、お小遣いなど渡さずとも、普段会えないおじいちゃんおばあちゃんに会って可愛がってもら

い、久しぶりにいとこたちと遊ぶという体験自体がかけがえのない贈り物になるのではないかと思います。 

 先月、所長の喜寿祝を指宿で行い、私も夏休みに入った子供たちを連れて参加してまいりました。三ペー

ジでもその模様をご報告していますが、沢山の方たちに祝っていただき感謝しています。 

 子供たちにとっても家庭で見る「おじいちゃん」が仕事の場で「会計事務所の所長さん」という別の顔を

持っているところを垣間見る良い機会だったのではないかと思います。 

この機会に観光特急「指宿のたまてばこ」で車窓から輝く海を眺めながら指宿へ行き、ホテルの前の浜で

磯遊びに興じ、温泉に入って、翌日は池田湖で大ウナギを見て唐船峡のそうめん流し、と指宿旅行も満喫出

来て、子供たちに思い出という贈り物をすることができました。 

 さて、贈り物に相当する英単語「GIFT」は、与える「GIVE」が原義であって、贈り物の他に「天賦の才

能」という意味もあります。現在、リオデジャネイロでオリンピックが行われていますが、ここに集うのは

まさに多大なる「GIFT～天が与えた才能～」を持った人々です。その与えられた才能をたゆまぬ努力で一層

磨き上げることが出来、運にも恵まれた人にのみ許される舞台がオリンピックであって、その真摯な姿に学

ぶところが多くあります。 

 オリンピック選手に該当するほどの才を持つ者はまれですが、人は何らかの才を持って 

生まれてきます。 

 人は、皆「いのち」という大きな贈り物をもらい、他の命を糧としつつ、社会の中で 

沢山の恩恵を受けて育ちます。たくさんの「贈り物」の中で生かされていることに感謝 

し、せめて自分自身に与えられた才を努力で活かし、社会に恩返しをしなければ罰が 

当たるかもしれない…と地球の反対側で繰り広げられる試合を見ながら思う熱帯夜です。 

 潮騒と子の寝息聞く夏の朝     美恵野 
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 税務や会計、経営や保険な

どについて、分からないことが

あれば上川路会計事務所に

ご相談ください！ 

 また、お知り合いに開業予定

の方がいらっしゃいましたら

是非ご紹介 

ください！！ 

mailto:kamikawaji@tkcnf.or.jp
http://kamikawaji-kaikei.com/

